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災害時要援護者に関連するマーク

標準のピクトグラム

Ⅶ 資料

1）公共施設、一般向け

2）安全

3）禁止

4）注意

7）優先設備

5）指示

消火器

火気厳禁

一般注意

高齢者優先設備非常電話

立ち入り禁止

静かに

障がいのある人・
けが人優先設備非常ボタン

さわるな

1列並び

内部障がいのある人
優先設備非常口

飲めない

2列並び

乳幼児連れ優先設備広域避難場所

エレベーター
使用禁止

妊産婦優先設備

エスカレーター
使用禁止

トイレ 男子 女子 障がい者用設備 車いすスロープ 飲料水 エレベーター

シャワー
使用禁止

浴室使用禁止

一般注意 障がい物注意 上り段差注意 下り段差注意 滑りやすい 転落注意 天井注意 感電注意

障がい者が利用できる建物、
施設であることを明確に表す
ための世界共通のシンボル
マークです。
※このマークは「すべての障がい者を対象」と
したものです。特に車いすを利用する障がい
者を限定し、使用されるものではありません。

日本で標準的に使われるピクトグラム(標準案内用図記号)の例です。

肢体不自由であることを理由
に免許に条件を付されている
方が運転する車に表示する
マークです。マークの表示に
ついては、努力義務となって
います。

聴覚障害であることを理由に
免許に条件を付されている方
が運転する車に表示するマー
クです。マークの表示につい
ては、義務となっています。

世界盲人会連合で1984年に制定
された盲人のための世界共通の
マークです。視覚障がい者の安全や
バリアフリーに考慮された建物、設
備、機器などに付けられています。
（※視覚障がいの特徴と対応方法→ p.08参照）

聞こえが不自由なことを表
す、国内で使用されている
マークです。
（※聴覚障がいの特徴と対応方法→ 
p.11参照）

身体障害者補助犬同伴の啓発の
ためのマークです。身体障害者
補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴
導犬のことを言います「身体障害
者補助犬法」が施行され、公共の
施設や交通機関はもちろん、民
間施設でも身体障害者補助犬が
同伴できるようになりました。

「身体内部に障がいがある人」
を表しています。
（※内部障がいの特徴と対応方法→ 
p.07参照）

妊娠している方が身につけま
す。平成18年に厚生労働省に
より制定されました。
（※妊娠している方、乳幼児連れの
方の特徴と対応方法→ p.15参照）

人工肛門・人工膀胱を造設して
いる人（オストメイト）のための
設備があることを表していま
す。オストメイト対応のトイレの
入口・案内誘導プレートに表示
されています。
（※内部障がいの特徴と対応方法→ p.07参照）

6）災害種別

洪水/内水氾濫 土石流 津波/高潮 崖崩れ・地滑り 土石流注意 崖崩れ・地滑り注意 津波注意

避難所 避難所（右） 津波避難所 津波避難ビル

障害者のための
国際シンボルマーク 身体障害者標識 聴覚障害者標識 盲人のための

国際シンボルマーク 耳マーク

ほじょ犬マーク オストメイトマーク ハート・プラス マーク マタニティマーク

エスカレーター 階段 乳幼児用設備 シャワー 浴室 コミュニケーション


